
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

人

事

課

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

財

務

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

会

計

課

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

物

品

の

売

買

、

修

理

等

の

契

約

に

係

る

一

般

競

用

度

課

争

入

札

（

条

件

付

）

参

加

資

格

者

の

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正

○

岡

山

県

役

務

の

提

供

の

契

約

に

係

る

入

札

参

加

〃

資

格

審

査

要

領

の

一

部

改

正
（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

令和７年３月３１日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
五
号

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
号
中
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
者
に
係
る
就
業
促
進
手

当
又
は
同
号
ロ
」
を
「
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和７年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
六
号

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
五
号
中
「
十
五
日
」
を
「
二
十
日
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
第
四
項
中
「

同
規
則
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

（

む

」
を
削
る
。

。
）

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
五
日
以
内
」
を
「
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
日
以
内
（
休
日

を
除
く

」
に
改
め
る
。

。
）

第
百
五
十
二
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
号
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
四
条
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
百
六
十
八
条
第
一
項
中
「
契
約
書

」
を
削
る
。

、

第
二
百
七
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
を
「
支
出
負
担
行
為
決
議
書
及
び
総

務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
十
の
項

ハ
及
び
ニ
を
削
る
。

（6）

別
表
第
六
の
一
の
項
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中
「
百
六

」

「

」

、

「

」

「

」

、

十
万
円

を

三
百
万
円

に
改
め

同
表
の
三
の
項
中

八
十
万
円

を

百
五
十
万
円

に
改
め

同
表
の
四
の
項
中
「
五
十
万
円
」
を
「
百
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
五
の
項
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五

十
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
六
の
項
中
「
百
万
円
」
を
「
二
百
万
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
の
一
の
項
及
び
二
の
項
中
「
に
よ
る
。
た
だ
し
、
時
効
期
間
」
を
削
り

「
、
五
年
」
を

、

「
、
当
該
法
令
で
定
め
る
時
効
期
間
」
に
改
め
る
。

「

」

「

」

。

様
式
第
百
三
十
七
号
中

を

に
改
め
る

氏
名

㊞
氏
名

様
式
第
百
三
十
八
号
中
「

）

」
を
「

）

（

（

県
事
務
所
長

印
県
事
務
所
長

」
に

「

）

」
を
「

）

」
に
改
め

、
（

（

県
事
務
所
長

印
県
事
務
所
長

る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
十
の
改
正
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
行
わ
れ
た
公
告
そ
の
他
の
契
約
の
申
込
み
の
誘
引
又
は
契
約
の
申
込

み
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
財
務
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う

）
第
百
五

。

十
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
競
争
入
札
、
指
名
競
争
入
札
若
し
く
は
随
意
契
約
で
同
日

以
後
に
締
結
さ
れ
る
も
の
の
契
約
書
の
作
成
の
省
略
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

令和７年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
一
号 

 

物
品
の
売
買
、
修
理
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領

（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
二
百
五
十
万
円
」
を
「
四
百
万
円
」
に
、
「
五
百
万
円
」
を
「
八
百
万
円
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和７年３月３１日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
二
号 

 

岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百

三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

 

第
三
条
第
一
項
の
表
中
「
五
百
万
円
」
を
「
八
百
万
円
」
に
、
「
二
百
万
円
」
を
「
三
百
五
十
万
円
」

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令和７年３月３１日　岡山県公報　号外


